
NO. 質問 回答

1

仕様書の「7.情報セキュリティ」の（１）に「請負者は、請負業務の

開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び

管理体制について環境省担当官に書面で提出すること」とあります

が、様式6と8はこの「書面」に該当するもので業務開始時にご提出す

ればよろしいでしょうか？それとも、これらの書類は今回の応札に併

せて提出が必要でしょうか？

仕様書の「7.情報セキュリティ」（１）において提出を求めている

書類につきましては、業務開始時に提出いただくものであり、応札

時に提出いただく必要はございません。

なお、様式6と8につきましては、入札説明書「13．その他（６）個

人情報の取扱い」に記載の通り、環境省から預託される保有個人情

報の取扱いに係る業務を実施する場合に提出いただく書類となって

おります。

2

上記に関連し、本事業で扱う個人情報としては、①フォーラム参加者

に関する情報、②フォーラム登壇者に関する情報、③コンテスト応募

者に関する情報、④表彰に関する情報、を想定していますが、それ以

外に想定しておくべきものはありますでしょうか？

ございません。

3

様式７「再委任等承諾申請書」は今回の応札に併せて提出が必要で

しょうか？それとも落札後にご提出をすれば問題ないでしょうか？

入札説明書「13．その他（７）再委任等の制限」に記載の通り、当

該様式は落札者に提出いただく書類に係るものですので、応札時に

必要となる書類ではございません。

4

講演者、全国及び地域版のフォーラムの参加者、フォーラム出席者、

オンライン参加者の人数など各フォーラムにおける規模感を表す神通

等はどれくらいか？

（仕様書3ページ）

オンライン参加者については、全区版は1,000人、地方版は200人を

見込んでください。会場参加は仕様書の通りです。

5

講演者(２名程度予定）および個別テーマ紹介者は講演料については

それぞれ指定あるが、それらの方々の交通費、場合によっては宿泊費

などの費用はどうなるのか？また、講演料もモデル実証事情の紹介者

の場合や、環境省から出演者を招く場合は講演料は不要、とあります

が、これは後々の打合せで明確になるものと理解してよろしですか？

（仕様書3ページ）

仕様書３ページ「（１）資源循環自治体フォーラム（全国版）企画

運営業務　②出演者・招待者等の調整・案内等」、仕様書５ページ

「（２）資源循環自治体フォーラム(地域版)企画運営業務　②出演

者・招待者等の調整・案内等」に合わせてお見積ください。出演者

については仕様書に記載の実行委員会で決定いたします。

6

会場、備品の手配で、総額1,078,008円と細かい金額指定になってい

て、「確保する」、とあるが、これはつまり、備品を確保するのは受

注者側でその上限額は1,078,008円以内にしなければならない、の意

味か、または会場にあるの備品を使うが、その実費1,078,008円は見

積りに加算して実費精算で終了後会場に払う、とする、の意味か。

資源循環自治体フォーラム(全国版)は開催月までのスケジュールが

タイトなため、会場はドーンセンターを環境省にて予約済みです。

この会場費と必要な備品費は仕様書３ページ「（ア）会場・備品の

手配」に記載されている1,078,008円となります。これを見積に含

め、会場の支払い条件に合わせてお支払いください。

7

本案件は、外国人参加の場合ための外国語の使用（同時通訳）は想定

はないでしょうか。

外国人の参加を想定した同時通訳等の対応のための見積は不要で

す。

8

仕様書内のフォーラムのうち、場所が「未定」となっている部分は、

落札が決まったのち、場所が決まった際の会場費を追加で費用に含め

るという理解でよろしいですか？

資源循環自治体フォーラム(地域版) は未定ですが、仕様書に基づく

会場を確保した場合の費用を見積に含めてください。

9

仕様書の2ページ目の「(1)資源循環自治体フォーラム（全国版）企画

運営業務」は会場が大阪のドーンセンターと決まっているが、ここの

会場費は見積に含めるのか？また、仮押さえ等はもう行っているので

しょうか？

資源循環自治体フォーラム(全国版)は開催月までのスケジュールが

タイトなため、会場はドーンセンターを環境省にて予約済みです。

この会場費と必要な備品費は仕様書３ページ「（ア）会場・備品の

手配」に記載されている1,078,008円となります。これを見積に含

め、会場の支払い条件に合わせてお支払いください。

10

入札手続きで、提案書6部提出となっているが、これはシステムまた

はメール（電子ファイル）で提出の場合も6部(6データ）送信となる

のか？

提案書を６部求めておりますのは、書面で提案書を提出いただく場

合になります。電子ファイルで提出いただく場合は１部（１デー

タ）で問題ございません。

　　質問回答


